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【危機管理のさしすせそ】 

（さ）最悪を想定し、 
（し）慎重に、 
（す）すばやく、 
（せ）誠意をもって、 
（そ）組織的な対応を。 
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学校の危機管理について 
 

１ 危機管理の目的 

 

 

 

 

 

 

２ 学校における危機管理の範囲 

 

 

 

 

 

 

３ 危機管理の基礎・基本 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 危機管理意識を高めるために 

 

 

 

 

 

 

 

５ 事例の読み取り方が大切 

 

 

 

 

 

○ 児童生徒及び教職員の安全を確保すること。  

○ 学校と児童生徒・保護者・地域社会との信頼関係を保つこと。  

○ 組織的で迅速かつ的確な対応により、学校を安定した状態にすること。 

学校における危機管理とは、これらを目的として、危機を予知・回避するために方策を講じると

ともに、危機発生時には被害や問題を最小限にとどめるための適切な対応をとることである。 

（１）火災・地震・噴火・風水害などの自然災害 

（２）子どもにかかわる事故や生徒指導上の問題行動 

（３）教師の体罰、交通事故、信用失墜行為など 

（４）学校・教師と地域・保護者との各種トラブルなど 

（１）未然に防ぐことが最善の方策・・・危機感をもって見逃さない共通認識、計画的 

指導や管理体制の確立、日常の点検チェック、各種の啓発活動 

（２）事故への初期対応が成否のカギ・・・正確情報と最初の判断、意志決定のタイミ 

ング、指示系統と指示待ち姿勢の打破、誠意ある行動、関係機関との連携 

（３）組織と人が機能して動く・・・管理職・教員・教育委員会の役割分担、教育的配 

慮を根底に置く、誠意と信頼感が最後に生きる、対応マニュアルの作成。 

・事例から学ぶ～新聞・テレビ・インターネット情報と社会反応の受け止め、通知な 

どの吟味 

・日常の意識付け～朝の会の連絡、行事予定黒板等の工夫、職場仲間と話題にする 

・マニュアルの理解～身近なところにおいて理解、事例外にも臨機応変に反応 

・全員が管理職意識～人任せ（管理職や公務補）にしない、気が付いたら即行動 

（１）施設設備上の管理保全は？～日常点検の不備、位置の危険性、時間的危険度 

（２）人的対応上の行動管理は？～報告義務、性格情報、初期対応、誠意、連携 

（３）組織対応上の管理把握は？～担当者の動き、管理職の出番、短期長期の対策 

危機管理の原則 

 ◆ 危険の認識 

 ◆ 日常の備え 

 ◆ 安全な行動 
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（１）通報 

     〈火災報知器〉 

     〈防災盤警報音〉 

確 認  

   〈緊急放送〉 

  〈火元と程度の確認〉 

 

 （２）消防署への通報 

   ※ 初期消火の判断 

通報～教頭、主幹教諭、事務職員他 

初期消火～担任外、事務職員、公務補 

 

 

 

 （３）児童の避難開始 

 

 ・学習時間中の対応 

  （担任が誘導） 

 ・休み時間、始業前、 

放課後等 

  （近くの教師の誘導） 

 

 

 

 （４）避難完了 

   （点呼・負傷者） 

 

                  

 （５）消火活動および重要書類の

搬出作業 

 

 

（６）事後処理と火災反省 

１．火災発生時の対応 
 

１ 基本対応手順         ２ 具体的行動マニュアル 

                 （１）火災発見時 

                  ・火災報知器～発見した児童や教師が押す 

                  ・煙探知器や熱探知器の作動から警報音 

                    ・直接職員室や事務室等に走って伝える 

 

（２）防災盤作動への対応と通報 

 ・火元と規模を確認する～〇校舎〇階、場所       

  は教室か特別教室か、出火の有無や規模は 

                  ・警備会社からもすぐに問い合わせがある 

                     消防署（１１９番）へ通報 

                   火災通報です。出火場所は拓進小学校で〇側 

                          校舎〇階の特別教室です。住所は拓勇西町３丁 

目８番１号です。目印はツルハ拓勇西町店です。 

                   

                  ※消火の判断～避難指示を出す前に消火が可能か 

 

                 （３）避難の手順（グラウンド避難を基本） 

【学習中】～担任の指示で誘導する 

① 授業を中止し、緊急放送を聞き、誘導開始 

・オ(押さない)カ(駆けない)シ(しゃべらない)モ(戻らない) 

・姿勢を低くしハンカチ等で口や鼻を覆うこと 

・余裕があれば窓を閉める  

【休み時間・始業前・放課後】 

① 教員は担当区域へ駆けつけて児童を把握 

② 落ち着かせ放送指示に基づき誘導する 

 

（４）避難完了の確認 

① 人数を把握→異常の有無を報告する 

② けが人への救急措置（救急車の手配） 

状況により２次避難実施（拓勇公園等） 

（５）消火や非常持ち出し物の搬出 

                   ・消防計画に基づき消火活動や搬出を開始する 

 

（６）事後処理～市教委や警察、マスコミ対応 

                   ・原因や課題をもとに今後の対策を明確にする 
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２．地震発生時の対応 
 

１ 基本対応手順        ２ 具体的行動のマニュアル 

                （１）発生時・・・身の安全確保が第一 

【学習中】～担任が緊急対応の指示を行う 

                  ・机の下に身を隠す（本などで頭を覆う）、窓から 

                   離れる、戸や窓を開け出口を確保する 

                  ・揺れがおさまるのを待つ（パニックを防ぐ） 

                  ・壁など崩落で負傷者がいる場合は救出が第一 

                 【休み時間・始業前・放課後】 

                  ・各自が安全な場所に避難（落下物・倒壊の恐れ

のない場所へ）～揺れがおさまるのを待つ 

 

（２）緊急放送・・・安全確保指示と避難指示 

   指示内容 

① 地震です→机の下にもぐったり、危険な場所 

を避けて、次の指示を待ってください。 

② 担任（先生方）は安全を確かめ、グラウンド 

に避難誘導を始めてください。  

   

                   残留児童確認・誘導＜担任外＞ 

                   

                （３）避難の手順（グラウンド避難を基本） 

① 通行不可能、危険な場所を指示する。 

② 落ち着いて行動するよう指示する 

③ 臨機応変に安全確保を確保する 

④ オ(押さない)カ(駆けない)シ(しゃべらない)モ(戻らない) 

⑤ ガラス破片や上からの落下物に注意を注ぐ 

⑥ グラウンドに出たら小走りする 

 

（４）児童の点呼・負傷者の確認 

（人数把握、救急処置、救急車の手配） 

 

（５）児童・教職員への指示 

                  ①校内に残すか帰宅させるか（親との連携） 

②教育委員会や関係機関への報告と対策指令 

③地震対策本部による避難所設置との関わり 

 

 

発 生 

 

（１）安全確保の緊急対応 

 ・学習中〈担任の緊急指示〉 

 ・教師不在時〈各自避難〉 

 

 

 

 （２）緊急放送  ・非常放送 

          ・拡声器 

          ・メガホン  

 

 主要動の終息を判断 

 （被害状況の把握） 

 

 ・休み時間や始業前、 

  放課後は担当区域 

  に駆けつける 

 

 ・二次災害の確認 

 

 （３）避難行動の開始 

 

 

  

 

 

 （４）避難完了（確認） 

 

                  

 （５）事後処理の指示 

（総合的な校長判断） 
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３．津波発生時の対応 
 

１ 基本対応手順         ２ 具体的行動のマニュアル 

                 （１）発生時 

                  ・震源、津波の程度、到着時刻を確認 

                   海抜：１F(5.4m) ２F(9.9m) ３F(13.4m) 

 

（２）緊急放送・・・情報伝達と避難指示 

   避難場所：本校３階（本部５年生前多目的ホール） 

         情報伝達内容 

                   津波警報が出ました。現在、詳しいことを確 

認しています。皆さんは落ち着いて、危険な場 

所を避けて、次の指示を待ってください。 

                   

         避難指示 

                   担任（先生方）は安全を確かめ、３階に避難 

誘導を始めてください。 

 児童の皆さんは、落ち着いて３階の津波避難 

場所に避難してください。 

 

                  

（３）避難の手順（３階避難が基本） 

① 通行不可能、危険な場所を指示する 

② 落ち着いて行動するよう指示する 

③ 臨機応変に安全経路を確保する 

④ オ(押さない)カ(駆けない)シ(しゃべらない)モ(戻らない) 

 

（４）児童の点呼・負傷者のかくにん 

（人数把握、救急処理、救急車の手配等） 

 

（５）児童・職員への指示 

                   ① 校内に残すか帰宅させるか（親との連携） 

 

（６）市教委等、関係機関への対応 

                   ① 教育委員会や関係機関への報告と対策指令 

② 地震（津波）対策本部による避難所設置との 

    関わり 

 

 

発 生 

 

（１）警報 

     〈情報媒体〉 

     〈防災放送〉 

（２）確認  

   〈緊急放送〉 

 〈程度と到達予想時刻を確認〉 

 

 

 （３）避難行動の開始 

 ３階へ移動 

赤階段：えがお学級 

青階段：２年生→４年生 

黄階段：１年生→３年生 

 

・学習時間中の対応 

 （担任が誘導） 

・休み時間、始業前、 

放課後等 

 （近くの教師の誘導） 

 

 （４）避難完了 

   （点呼・負傷者等の確認） 

 

                  

 （５）事後処理の指示 

（総合的な校長判断） 
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４．傷病事故発生時の対応 
 

１ 基本対応手順        ２ 具体的行動のマニュアル 

                （１）傷病事故の発生 

①保健室に連れてくる～救急処置をする 

                  ・教室以外の時は友達や近くの教師からの連絡 

                  ・軽症のもの→保健室で処置（根拠をもとに） 

                  ・重症または不明のもの→病院での処置を基本 

                  ②外的要因の際は、原因や場所を確認する 

 

（２）保護者への連絡 

   連絡事項 

①傷病の内容～程度と様子、原因、場所等 

②かかりつけ（希望）の病院名、所在地 

③病院を確定し保険証を持参するよう連絡 

※保護者が把握できないときは学校判断  

   

                      

                （３）病院への移送と治療 

・タクシー券の利用を基本とし、養護教諭が添乗 

（緊急は１１９番：救急車を要請） 

・治療終了まで養護教諭が付き添う（学校へ報告） 

・重症の場合は管理職も即病院へ駆けつける 

・軽度の場合は保護者に引き渡し帰宅させる 

（学用品を持たせ病院へ移送することもある） 

 

（４）担任は事故の原因や人間関係を把握 

対応例（管理職・教育委員会等との連携） 

① 発生状況の事実を正確に把握する 

② 加害者の有無、ふざけ等の行為を確認 

③ 加害児童や同一行動児童への指導 

④ 関係児童の保護者へも事実を伝える 

 

（５）保護者へ～家庭訪問し事情説明と謝罪 

  （ケガの回復、退院までは誠意を示す） 

 

（６）関係機関との連携～学校安全会への手続き 

  ・市教委への報告。教職員の理解と今後の対策 

 

発 生 

 

（１）保健室での救急処置 

 ・軽症、重症、不明の判断 

 （必要により様子を観察） 

 

 

 （２）保護者へ    担任 

の連絡     養教   

            

 ★ 管理職へ連絡 ★ 

 （指示・助言を受ける） 

 

  

 

 （３）病院へ連絡し移送 

→治療を受ける 

 

 

     養護教諭 

    （付き添い） 

   不在時は管理職対応  

 

 （４）学級担任の対応 

（原因・関係者の把握 

と指導を行う） 

       

      管理職への報告                  

 

（５）保護者への対応 

（総合的な校長判断） 

 

（６）関係機関との対応 

   学校の事後対策 
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５．食中毒発生時の対応 
 

１ 基本対応手順        ２ 具体的行動のマニュアル 

                （１）傷病事故の発生 

①保健室に連れてくる～救急処置をする 

                  ・嘔吐、腹痛や下痢の状況を把握 

                  ・軽症のものは保健室で様子を見る 

                  ・重症→病院での処置を基本とする 

                  ②同時多発の場合→食中毒を疑う 

 

                （２）外的要因の調査 

                     調査項目 

① 調理場所、時刻、実習者、飲食者氏名 

② 材料や購入場所、調理までの保管状況 

③ 検食（管理職）結果の把握、食品の保管 

 

（３）保護者への連絡～（傷病の対応と同様） 

   連絡事項 

①傷病の内容～程度と様子、原因、場所等 

②かかりつけ（希望）の病院名、所在地 

③病院を確定し保険証を持参するよう連絡 

※保護者が把握できないときは学校判断  

                        

                （４）関係機関への連絡 

・学校医の意見・判断（保健所との連携） 

（健康診断の実施、臨休の効果、消毒作業） 

・教育委員会への報告（教育局との連携） 

（事故報告書、出席停止、臨時休業、マスコミ等） 

 

（５）保護者と児童への対応 

  ・事情の説明と協力要請（家庭での保護や観察） 

  ・児童への指導（体調変化への対策、過ごし方） 

 

（６）事後処理 

・衛生指導（手洗い、調理用具・調理場の衛生） 

  ・食材の吟味、適切な保管保存 

 

 

 

発 生 

 

（１）保健室での救急処置 

 ・軽症、重症の判断 

 ・該当児童外の状態把握 

 

 

 （２）原因を調査     

・調理実習の場合   家 

・給食の場合     庭 

      原 

因   

 ★ 管理職へ連絡 ★ 

 

 

 （３）保護者へ連絡 

 

 

 

 

 （４）関係機関へ報告する 

（学校医・保健所） 

（教育委員会・教育局） 

 

 

                 

（５）家庭との連携 

 

 

（６）事後の処理 
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６．不登校児童への対応 
 

１ 基本対応手順        ２ 具体的行動のマニュアル 

（１）心の居場所（存在感を実感し、安定できる場） 

 ①受け入れてくれる学級の雰囲気をつくる 

②教師との共感的関係を築く 

③登校に追い込む圧力を避けた教育相談に努める 

（２）不登校現象の兆しを敏感に受け止める 

                  ①早期発見が第一 

欠席の増加（理由不明） 

休日明けの休み、遅刻や早退、保健室訪問、 

孤立化、忘れ物の増大、授業中の注意力散漫、 

親から離れない、救いや願いを示す行動、 

物を隠される・壊される、落書き、意地悪、 

おどおどしている、ヤジ・からかいがある、 

けだるさや眠気、問題行動、中学生との交流 

                   

                  ②客観的な実態把握を行う～情報の共有化 

                   ・本人との接触（ふれあいを深める） 

                   ・友人を巻き込む（子どもの視線からの情報） 

                   ・過去の事例（前担任からの情報） 

 

                （３）学校全体で分析し、対策への共通理解を持つ 

・構成～校長、教頭、主幹教諭、担任、教務、 

学年主任、生徒指導部長、養護教諭、その他 

・実態把握（担任・学年、養教の報告） 

・保護者への対応（必要に応じて関係機関） 

・校内での指導体制づくり 

 

（４）類型（文部科学省）に応じた基本的指導方法 

  ①学校生活起因型～学校の誠意ある対策 

                   ②遊び・非行型～学校への関心を高める 

                   ③無気力型～家庭と連携し生活規律を確立 

                   ④情緒混乱型～心を理解して医師とも連携 

                   ⑤意図的拒否型～保護者の姿勢にも支援 

                   ⑥複合型～経過順序を把握し方策を探る 

 

 

 

 

（１）心の居場所づくりに 

   努める（未然防止） 

 

 

（２）兆しの早期発見 

 〈不登校サインに気付く〉 

（初期対応） 

   ・児童の訴え、動き 

  ・友人や親からの訴え 

  〈実態を把握する〉 

  ・多面的客観的に理解 

 

 

（３）不登校等児童支援委員会 

・教育支援シートの活用 

 （初期対応・自立支援） 

 

〈外部との連携・支援〉 

・スクールカウンセラー 

との定期的懇談 

  ・ＳＳＷとの連携 

  ・適応指導教室・フリース 

クールとの連携 

   

 （４）類型に応じた指導 

   ・ＩＣＴの活用による 

    学びの保障 

   ・教育委員会への報告 

                

 出席簿・指導要録上の処理 

  ・進級時の引継ぎ 

  ・中学校・転出先への接続 
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７．いじめ問題への対応 
１ 基本対応手順        ２ 具体的行動のマニュアル 

（１）いじめを生まない「仲のよい学校づくり」 

・多様性を認める温かな人間関係づくり 

・発達支持的、課題予防的生徒指導（指導力向上） 

・自主的活動の推進～評語、集会、挨拶運動 

・児童の心を育む道徳教育の充実 

・父母や地域～基本方針・認知件数等の公開 

（２）いじめられている現象を敏感に受け止める 

                   ～早期発見のポイント～ 

・子どもの様子～腹痛や頭痛（保健室へ）元気 

がない、おどおどしている、他の目を気にする、 

下を向く、孤立化、沈んだ表情、持ち物の紛失、 

遅刻・早退が増加、落書き 

・学級の様子～モラルの低下、嘲笑やヤジ、 

グループの変化、席替えや当番を避ける 

・家庭での変化～体の不調、外出を嫌がる、 

学校の話題を避ける、持ち物の不明・汚れ          

 

（３）背景の問題を整理し対応策を立てる 

    ・本人～自己中心で思いやり不足、対人関係の未 

熟さ、異質性、ストレスの未解消 

・学校～弱者排斥の雰囲気、体罰や暴力を見逃す 

実力や成績主義、集団向上意識の圧力 

 ・家庭～しつけの低下、過干渉・放任、過度の期待  

                 （４）学校のいじめに対する基本姿勢と対策 

                  ①生徒指導の充実～いじめは起こり得る認識  

・いじめは「人権侵害＝許されない行為」とい 

 う毅然とした認識で生徒指導を進める 

②迅速な対応～被害者の命を守り苦痛を防止 

・つらさの共感、有用感や自信をつけ見守る 

・加害者や傍観者の指導（個別・学級・全体） 

・保護者に対する誠意～家庭訪問や支援策 

③中長期の対応～原因・事実・方針の再確認 

・人間関係への配慮（新年度への対策） 

・相談機能、学級経営や指導体制の見直し 

                  ④重大事案への対応 

                   ・教育委員会・警察・関係機関との連携 

 

（１）未然防止への日常化 

 

 

 

 

（２）兆しの早期発見 

・子どもの状態 

  ・学級の雰囲気 

  ・児童や親からの訴え 

  ・友人や周囲からの情報 

   ・教師の調査、観察から 

 

 

 

（３）背景・要因の確認  

  ・本人の問題 

  ・学校の問題 

  ・家庭の問題 

   いじめ防止対策委員会 

 

 

 

（４）校内の組織的な対応 

・教職員の認識 

・当面の指導 

 ★いじめられた児童 

 ★いじめる側の児童 

★傍観者への指導 

・保護者との連携 

 被害児童・保護者の心情 

に寄り添った丁寧な対応 

・校内体制の見直し 

・関係機関との連携 

いじめ防止対策委員会 

 

 

 



  

- 9 - 

 

８．万引き・盗難事故への対応 
 

１ 基本対応手順        ２ 具体的行動のマニュアル 

                （１）通報（校外）や紛失の訴え（校内） 

①店舗からの通報～保護者・担任への連絡 

②児童の引き取り～店舗に対する誠意が必要 

・店舗側の憤り・怒りをしっかり受け止める 

・発見の指導方針や今後の対応を説明する 

・学校の指導方針や今後の対応を説明する 

・保護者の謝罪や誠意の姿勢を側面支援する 

                   （警察は親が不在の時学校へ連絡する） 

                  ③校内での盗難（誤認や犯人捜しに注意） 

・被害児童～置き場所の確認、気持ちの安静、保

護者への連絡や対応の説明 

・加害者の特定～自ら名乗り出させる 

                   （関係不審児童へはさりげない調査や確認） 

 

                （２）本人への迅速な指導（間を置かない） 

・犯罪行為であることを強く意識させる指導 

・弁償や謝罪で済まない責任の意味を教える 

・動機や心理などを把握し心の改善に活かす 

・過去の行為や他の児童と関係はないか確認 

 

（３）家庭と学校の連携による指導 

① 人の物を取ることの動機や背景の認識 

  ・過度の所有欲、自己顕示欲、感情の発散 

② 愛情と甘やかしの違い（毅然とした態度） 

③ 長期にわたるフォローアップ（個別ノート等） 

④ 学校の指導方針を理解してもらう 

                        

                （４）加害者が不明のままで被害者がいる場合 

・学級指導や集会で問題意識を高める 

・店舗や被害者の保護者に調査結果や今度の 

指導や対策を説明し誠意をもって謝罪する 

 

 

 

 

 

発 生 

 

（１）通報   校外での 

      万引き事故 

 

校内での盗難 

（事実の確認） 

 

 

児童の引き取り 

（店舗・警察） 

 

 

 

 （２）事情聴取     

・人権侵害に配慮 

 

 

 

 

 （３）保護者へ連絡 

  ・行為（罪）を憎む 

  ・責任の大切さ 

  ・家庭の原因を反省 

  ・愛情のかけ方 

  ・学校と連携の意義 

 

 

 （４）加害者不明の対応 

 

 

教育委員会への連絡 

 

 

 

 

 

                 

（５）家庭との連携 
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９．生徒指導上の問題行動への対応 
 

１ 基本対応手順        ２ 具体的行動のマニュアル 

                （１）事故発生と情報収集 

                  ①情報源の確認～児童・保護者・教師・地域 

                   直接～初動体制を確立し管理職にも報告 

                   間接～事実の確認・聴取・個別・集団等 

②該当者の確認～学年、氏名、顔写真の確認、 

家庭環境の把握、保護者の考え、交友関係 

  

事故内容の確認～教師反抗・荒れ、暴力・恐喝、 

刃物所持、不用物持込み、家出・未帰宅、変質者 

被害、交通事故、火災、公共物破損、落書き、 

水難、性被害、個人情報漏洩、薬物、喫煙・飲酒 

 

（２）初動体制の組織と活動開始 

     ①第１期～学級・学年対応（主任の支援で行動） 

                   家庭訪問、関係者との接触、推移の見通し 

②第２期～生徒指導部・管理職対応（教頭中心） 

全校職員を招集し、緊急の協力・支援行動 

       

  基準・・・緊急性、危険性、広域性、社会性 

 

③第３期～管理職（校長）と関係機関の連携 

ＰＴＡ会長・教育委員会・警察への連絡 

 

・指導室への速報～教頭（速報用紙と電話で）

 ・警察～命に係わる心配（家出、変質者等） 

・プライバシーと人権保護への配慮を慎重に 

（所持品検査、性にからむ事故、自白強要） 

・警察への引き渡しは保護者の意志と責任で 

 

                （３）報道機関や外部問い合わせへの対応 

・対応窓口は教頭～他は取材・電話に応じない 

・確認した事実のみ報告（未確認部分は調査中） 

・プライバシー（家庭や人格も含め）に配慮 

（４）市教委や道教委への報告 

 ・事実の時間経過、学校対応を対照一覧で報告 

 ・事故報告書はすべての処理が終了してから 

発見・通報（事故発生） 

 

（１）情報収集に努める 

 ・情報発生源～直接・間接 

 ・本人の確認（基礎資料） 

    

 

内容による判断 

 

 

 （２）初動体制を組織する 

    管理職への報・連・相 

 

第１期の対応 

 

 

第２期の対応 

 

 

第３期の対応 

 

 

 ・教育委員会の指示（速報） 

 ・警察への通報と支援 

 ・プライバシーの保護 

 

     

 

 （３）マスコミ対応 

 

 

 

 

 （４）公的機関への報告 
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１０．不審者侵入時の対応 
 

１ 基本対応手順        ２ 具体的行動のマニュアル 

                （１）不審者の発見（観察） 

①校地内⇒声かけ「学校（誰）に用事ですか」 

・指示～中央玄関は向こうです。事務室によってか   

らお入りください 

②玄関付近⇒声かけ「どんなご用件ですか」 

・指示～「○○を呼びますのでお待ちください、 

○○の方へお進みください」 

③ろうか・教室⇒声かけ「どちら様ですか、 

何かご用（どこ・誰をお探し）ですか」 

                   

（２）不審者かどうか判断する 

特徴の把握・・・人相、年齢、服装（上下）、 

身体（身長・体型・髪やひげ）、所持品等  

                        

                （３）実際の対応行動を起こす 

①案内⇒玄関で職員が対応する。必要によっては 

最初に校長室等で事情を聞き取る 

②通報⇒個人用防犯ブザー等で周囲に危険を認識 

させる。火災報知器で全校に異常や危険

を周知する。校内放送の合図「○○（不審

者がいる付近）の資料室のカギがありま

せん。よろしくお願いします。」 

                  ③回避⇒とっさの回避として逃げる、隠れる 

④避難⇒避難経路確保の見通しの中で児童に指示 

する。可能であれば教師が誘導する 

⑤防御⇒相手の動きに対応する（イスで防戦した 

り、定規・教材教具等で身を守る） 

  男性職員→現場支援（さすまた等） 

（４）回避・避難後の確認事項 

① 児童の安否確認⇒負傷者の処置、被害の把握 

② 保護者へ連絡⇒状況や容体の報告、送迎是非 

③ 市教委へ報告⇒第１報（早期）～順次経過を 

④ 警察の事情聴取に対応⇒窓口は管理職 

⑤ マスコミへの対応⇒窓口は教頭（事実のみ） 

⑥ 報告書作成⇒時間経過に即し事実と対応集約 

 

発 生 

      余裕のある場合 

突 発  （１）観察する 

      ①校地内 

②玄関付近 

③ろうか・教室・ 

 

      （２）判断する     

      ①外見から 

②言動から 

      

            

  

 （３）不審者への対応行動 

①安全予測⇒案内する 

②通報する⇒ブザー等 

③回避する⇒緊急対応 

④避難する⇒可能な判断 

⑤防御する⇒自己防衛 

 

       

 

  ≪外部通報≫ 

警察（110）・救急車（119） 

【別々に通報し遅れ防止】 

 

                  

（４）回避・避難後の確認 

・児童、校内、保護者対応 

・市教委、警察への対応 

・マスコミ関係への対応 

生

命

の

危

険

度 
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１１．食物アレルギーによるエピペン使用時の対応 

 

○アレルギーを起こす食物を食べてしまった・触った・においをかぎ異変が起きた！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異変とは・・・次のような症状が複数、急激に起こります 

皮膚・粘膜症状：じんましん、目のかゆみ、充血、 

        喉のイガイガ感 

呼吸器症状：せき、ゼーゼー、ヒューヒュー、痰、呼吸困難 

消化器症状：吐き気、嘔吐、腹痛、下痢 

アナフィラキシーショック：血圧低下、頻脈、意識障害、消失 

 

発見者は、大声で、応援を呼び、 

食べた物を口から出させ、うがい

させる（吐かせることもある） 

初期で歩ける場合は、保健室に連れて行き、

歩けない場合はその場で対応する 

必ず１人は側に付き添い、状態を把握する（意識状

態、呼吸、症状、経過観察し、場合により気道確保

等、一次救命を行う。 

レスキュー２ 

養護教諭、担任、校長、教頭への連絡

し、アナフィラキシーの場合は救急車

を要請する。 

誰もいない場合は、連絡を受けた教職

員が救急車を呼ぶ 

「アナフィラキシーを起こした児童

がいます。これから、エピペンを使用

します。かかりつけは○○病院です」 

エピペンを使用 

（可能な場合自分で注射） 

投与時期が多少早く

ても問題ない 

自分でできない場合

は、教職員が行う 

 

エピペンの容器は捨

てない 

レスキュー１ 

エピペン、薬のある場合

は持って行く 

（エピペンは落とすと壊れる

ので注意!） 

保護者に連絡する 

薬がない場合は直ちに対

応を相談する 

レスキュー３ 

ＡＥＤを取りに行く 

（体育館玄関） 

担任・・保護者連絡 

職員・・応急処置の援助 

救急車の誘導 

周囲の児童の対応等 

応援者とともに応急処置を行い、救急

隊に初期症状を伝える 

救急隊へバトンタッチ エピペンの容器を渡す 

 

エピペンを使用し

た場合は症状が安

定しても必ず救急

車を呼ぶことにな

っています。 



  

- 13 - 

 

分類Ⅰ 

 

分類Ⅲ 

 

分類Ⅳ 

 

分類Ⅱ 

 

１２．学校給食への異物混入発見時の対応 
基本対応 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配膳中：配膳中止  

配膳後：喫食中止 

除去できない 除去できる 

【給食センターへの報告・確認】 

 異物混入について報告し、喫食に

問題がないかを確認する 

 

 

異 物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配膳中：配膳継続 

配膳後：喫食停止 

【管理職に報告】 

異物を持参し、管理職とともに

異物内容を確認する 

 

 

 

【管理職へ報告】 

異物を持参し、管理職とともに

異物内容を確認する 

・状況により校内放送で全校に配 

膳中止や喫食中止を連絡する 

・給食センターへの報告し、今後 

の対応について指示を仰ぐ。 

 

 

 

 

 

 

 

問題なし：喫食する 

問題あり 
【給食センターの判断】 

一部メニューの喫食中止や代

替え食（備蓄食）の利用など、給

食センターの指示に従う 

 

 

 

 

 

危険物 

 

金属類、食器片、針、

針金、ガラス、鋭利

なプラスチック片、

包丁などの刃、薬品

類など 

衛生害虫（ゴキブ

リ、ハエなど）、ネズ

ミの糞、カビなど 

毛髪、ビニール片、

上記以外のプラス

チック片、繊維片、

植物の皮や殻、衛生

害虫以外の虫など 

食肉の鋭利な骨な

ど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非危険物・原料由来物 

職員への周知、事後対応（日課変更、保護者連絡等）の確認 
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１３．飛翔体（ミサイル等）発射における対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①情報の収集・把握（管理職） 

・防災無線及びスマートフォンにて「全国瞬時警報システム（Ｊアラート）」より情報

を収集する 

・登下校前にＪアラートが発表された場合は、登下校を一時見合わせる 

⑥校内外の安全確認 ・危険物等の落下がないかを確認（公務補） 

⑦事後対応の検討  ・保護者への連絡、児童への指導や心身のケア等、今後の対応に 

ついて検討 

⑧報告書の作成   ・教育委員会へ詳細の報告（教頭） 

②避難に関する緊急放送（管理職） 

・緊急放送にて避難及び安全確保に関する放送を流す 

 「ただ今、ミサイル等発射の情報がありました。先生方の指示に従い、校内にいる児

童のみなさんは、窓から離れ机の下に隠れてください。校外にいる児童のみなさん

は教室に戻り、安全を確保してください。」 

・登下校時はさくら連絡網により、各家庭に登下校を見合わせる指示を流す 

③教室における 

避難誘導・指示（各担任） 

・児童を窓から離し、机の下などに

隠れさせて安全を確保する 

・カーテンを閉め、ガラスが飛び散

らないようにする 

③教室外の避難誘導・指示（担任外・通級担当） 

・廊下やグラウンドにいる児童（登下校中の児

童）を速やかに教室に移動させる 

※ グラウンド・校庭→担任外 

※ 廊下・体育館→通級担当 

 ※ 職員の出勤時刻前（８時前）は、学年対応 

を基本とし、在校職員で避難誘導する 

④避難状況確認（担任外・通級担当） 

・各教室を巡回し、担任より避難状況（登下校状況）の報告を受ける 

・担任は、巡回している教員に児童が全員いるかなどの報告をする 

・巡回の結果を校長に報告する 

※ ３～６年→担任外     ※ １年・２年・えがお→通級担当 

※ 怪我をした児童がいた場合は、保健室に搬送する 

⑤避難解除に関する放送（管理職） 

・飛翔体（ミサイル等）が通過・あるいは落下した情報が出され、危険性が低くなった

際、避難解除の放送を流す 

・登下校時はさくら連絡網により、各家庭に登下校を再開する指示を流す 

※登校後の出欠状況について職員室に速やかに報告する 
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１４．熱中症予防に向けた対応  

 
（１）苫小牧市立小・中学校熱中症対策ガイドラインに基づき、熱中症発生の危険がある

場合、暑さ指数（ＷＢＧＴ）により、活動の制限を行う。 
① 熱中症予防情報サイト（環境省）の暑さ指数の予測をもとに、前日の１９時、

８時、１１時の段階で判断する。（https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.php） 
② 職員室に数値、対応を公開し、全職員で共通の対応とする。 
③ 具体的な制限がある場合、校内放送を活用して職員へ周知する。 
④ 危険レベルが高い場合や、事故が起きた場合は速やかに職員を招集し、現状の

説明や今後の対応について共通認識を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）暑さ指数に応じた具体的対応 

① 警戒（25～28）  ・涼しい服装、帽子着用、水筒持参を奨励する 

・体育については、運動量を減らし、こまめに休憩をとる 

・冷却用具（首）、日傘などについて許可する 

【許可していない冷却用具】（R5） 

            小型扇風機（ハンディファン等）、うちわ、扇子、冷却スプレー等 
② 厳重警戒(28～30) ・屋内外を問わず体育は中止する。 

・屋外での活動はできるだけ短時間か、中止・延期する 
・屋外での外遊びやＰＴＡ活動も中止する 
・短縮日課や繰り上げ下校の検討 

③ 運動中止（31～） ・前日１９時までの熱中症警戒アラートに加え、翌日のＷ 

ＧＢＴ値が３１以上の場合、臨時休業 

・短縮日課や繰り上げ下校の措置 

 

https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.php
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（３）熱中症への救急処置 

 


